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地域医療構想の目的

地域として、どんな医療機能を確保してい
く必要があるか等を検討し、具体的な取組
を進めていく。

地域医療構想調整会議で情報共有等を行う。

各医療機関は、地域や自らの状況を踏まえ、
自らの取組内容を検討していく。
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個別の医療機関の計画

北海道において、以下の場合には、調整会
議で情報共有又は協議を行うこととなった。

• 過剰な病床機能に転換するとき
• 病床が全て稼働していない病棟を再稼働
するとき

• 病床を有する医療機関を開設（移転も含
む）又は増床するとき

• 開設者を変更するとき
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過剰な病床機能への転換

調整会議での協議

過剰な病床機能への転換に該当

不要許可申請が必要

非該当

定期的に履行状況を確認する

勧告等 要請等

許可条件が付与される

計画変更等の検討を促す

そのまま
計画を
進める
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会議での情報共有等の方法

• 基本的には、計画の概要を記載した資料
を提出していただく。

• 必要に応じ、会議の場で直接説明を求め
られる場合もある。

【記載内容】
病床機能、計画の内容、
その病床機能が必要と考える理由等
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調整会議と札幌市部会

札幌圏域地域医療構想調整会議

札幌市 江別 千歳

札幌市医療提供体制検討会議

• 札幌市部会では、札幌圏域地域医療構想
調整会議で協議等を行う内容や札幌市内
の医療機関に関する情報共有や協議を行
う。
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調整会議・市部会の開催時期

• 毎年度、夏と冬の２回開催を予定。
夏：６〜７⽉頃
冬：12〜１⽉頃

• 調整会議での情報共有等が必要となる計
画がある場合は、申請や変更を行う前の
会議日程に間に合うよう、事前のご相談
や資料の提出にご協力ください。
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スケジュール例

≪2021年4⽉に病院を移転する場合≫

2019年度夏（6〜7⽉）の調整会議で
情報共有

2019年10⽉ 工事着工

2021年4⽉ 病院を移転

（病院開設許可）

2019年5⽉末までに資料の内容調整

7



ホームページ、相談先

• 札幌市公式ホームページ「地域医療構想」
で資料の様式等を掲載しています。

【相談先】
札幌市保健所
医療政策課
622-5162
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